
議第６７号 

市道路線の廃止について 

 次の市道路線を廃止する。 

番号 路  線  名 起    点 終    点 

１ 句碑警固屋線 宮原７丁目１５番７地先 
警固屋４丁目２２１番地

先 

２ 
警固屋４丁目１７号

線 

警固屋４丁目２２３番５

地先 

警固屋４丁目３１１番１

地先 

 

 

 

（提案理由） 

 句碑警固屋線ほか１路線を廃止するため，道路法第１０条第３項の規定により準

用される同法第８条第２項の規定により，この案を提出する。 

 

 

 


